
第

二

百

八

十

二

号

令

和

四

年

三

月

十

五

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
一
七
ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

警

務

課)

一
一
八

○
岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

生
活
安
全
総
務
課)

一
二
一

告

示

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効

(
薬
務
水
道
課)

一
二
二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

一
二
二

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)
一
二
三

公

示

○
岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業
の
周
知

(

都
市
整
備
課)

一
二
三

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

一
二
三

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
十
九
の
項
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第

三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

25

法
第
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
解
体
等
工
事
に
係
る
調
査
の
結
果
の
報
告
を
受
け

る
こ
と
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
二
十
七
の
項
中｢(

二
以
上
の
県
事
務
所
の
所
管
区
域
又
は
岐
阜
地
域

環
境
室
及
び
県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
も
の
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
項
第
七
号
中｢

同
条
第

一
項
第
二
号｣

の
下
に

｢

又
は
第
三
号｣

を
加
え
、
同
項
第
十
二
号
中

｢

附
則
第
三
項
第
一
号｣

を

｢
附
則
第
二
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中｢

附
則
第
三
項
第
三
号｣

を｢

附
則
第
二
項
第

三
号｣
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中｢

附
則
第
三
項
第
四
号｣

を｢

附
則
第
二
項
第
四
号｣

に
改
め
、

同
表
建
築
事
務
所
長
の
部
六
の
項
第
一
号
中｢

、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
又
は
第
六
十
八
条
の

六
十
九
第
三
項
第
五
号
イ｣

を｢

又
は
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

、

第
六
十
三
条
第
三
項
第
六
号
又
は
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第
六
号｣

を｢

又
は
第
六
十
三
条
第

三
項
第
六
号｣

に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
四
十
七
条｣

を｢

第
四
十
四
条
の
十
一｣

に
、｢

第
四
十
八
条｣

を｢

第
四
十
五
条｣

に
、｢

第
四
十
九
条
―
第
五
十
一
条｣

を｢

第
四
十
六
条
―
第
四
十
八
条｣
に
、｢

第
五
十
二
条
―
第
五

十
四
条｣

を｢

第
四
十
九
条
―
第
五
十
二
条｣

に
、｢

第
五
十
五
条
・
第
五
十
六
条｣

を｢

第
五
十
三

条
・
第
五
十
四
条｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中｢

四
課｣

を｢

五
課｣

に
、｢

生
活
安
全
総
務
課｣

を｢

生
活
安
全
総
務
課

人
身
安
全
対
策
課｣
に
改
め
る
。

第
八
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

条
例
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
安
全
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
的
な
企
画

及
び
指
導
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

犯
罪
、
事
故
そ
の
他
の
事
案
に
係
る
市
民
生
活
の
安
全
と
平
穏
に
関
す
る
こ
と
。

三

犯
罪
の
予
防
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

四

外
国
人
の
保
護
及
び
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

五

酩
酊

め
い
て
い

者
、
迷
い
子
そ
の
他
応
急
の
救
護
を
要
す
る
者
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

六

警
備
業
法(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号)

に
関
す
る
こ
と
。

七

質
屋
営
業
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

に
関
す
る
こ
と
。

八

古
物
営
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号)

に
関
す
る
こ
と
。

九

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
八
号)

の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

十

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号)

に
関
す
る
こ
と
。

十
一

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

に
関
す
る
こ
と(

生
活
環
境

課
及
び
組
織
犯
罪
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
二

火
薬
類
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号)

に
関
す
る
こ
と(

生
活
環
境
課
及

び
組
織
犯
罪
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
三

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二

十
二
号)

に
関
す
る
こ
と(

生
活
環
境
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

人
身
安
全
対
策
課
の
所
掌
事
務)

第
八
条
の
二

人
身
安
全
対
策
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号)

に
関
す
る

こ
と
。

二

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
三
年
法
律
第
三

十
一
号)

に
関
す
る
こ
と
。

三

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
七
年
法

律
第
百
二
十
四
号)

に
関
す
る
こ
と
。

四

障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年

法
律
第
七
十
九
号)

に
関
す
る
こ
と
。

五

児
童
虐
待
事
案
の
対
処
に
関
す
る
こ
と
。

六

行
方
不
明
者
の
発
見
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

六

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
少
年
を
被
害
者
と
す
る
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
十
号
中｢

の
施
行｣

を
削
り
、｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に｢(

人
身
安
全
対
策
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。)｣

を
加
え
る
。

第
九
条
の
二
第
一
号
中｢

銃
砲
刀
剣
類
等｣

の
下
に｢(

拳
銃
そ
の
他
の
銃
器
を
除
く
。)｣

を
加
え
、

同
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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四

公
害
関
係
事
犯
そ
の
他
の
環
境
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
二
中
第
六
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

保
健
衛
生
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
二
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

特
許
権
、
著
作
権
又
は
商
標
権
を
侵
害
す
る
事
犯
そ
の
他
の
知
的
財
産
権
関
係
事
犯
の
取
締
り

に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
二
第
九
号
中

｢
前
号｣

を

｢

前
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
十
号
中

｢

犯
罪｣

の
下
に

｢(

身
体
的
な
接
触
を
伴
う
卑
わ
い
な
行
為
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
条
第
十
一
号
を
同
条
第
十
二
号

と
し
、
同
条
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

外
国
人
労
働
者
に
係
る
雇
用
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中｢
隊
の
運
用｣

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、

同
条
第
七
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
第
二
号
中｢

初
動｣

の
下
に｢

警
察｣
を
加
え
る
。

第
十
三
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中｢

課
の
事
務｣

を｢

組
織
犯
罪｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

の
施
行｣

を
削

る
。第

二
十
一
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

安
全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
第
一
号
中｢

及
び
交
通｣

を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
三
号
中｢

セ
ン
タ
ー
の
運
用｣

を
削
る
。

第
二
十
四
条
第
四
号
中｢

か
か
る｣

を｢

係
る｣

に
改
め
、
同
条
第
六
号
中｢

場
の
運
用｣
を
削
る
。

第
二
十
五
条
中｢

交
通
機
動
取
締
り｣

を｢

機
動
的
な
交
通
指
導
取
締
り｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中｢

交
通
の
指
導
及
び
取
締
り｣

を｢

交
通
指
導
取
締
り｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

警
察
用
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

機
動
隊
の
所
掌
事
務)

第
三
十
条

機
動
隊
に
お
い
て
は
、
警
備
実
施
に
お
け
る
部
隊
活
動
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
二
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
五
号
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
二
第
五
号
中｢

整
備
セ
ン
タ
ー
の
運
用｣

を｢

の
整
備｣

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

デ
ジ
タ
ル
化
施
策
及
び
先
端
技
術
の
導
入
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
四
条
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

二

電
子
計
算
組
織
の
開
発
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

三

情
報
の
管
理
に
関
す
る
企
画
及
び
指
導
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
域
課
に
鉄
道
警
察
隊
を
、
刑
事
総
務
課
に
刑
事
指
導
室
及
び
捜
査
支
援
室
を
、
交
通
指
導
課
に

交
通
捜
査
室
を
、
交
通
規
制
課
に
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
を
、
運
転
免
許
課
に
自
動
車
運
転
免
許
試
験

場

(

以
下

｢

試
験
場｣

と
い
う
。)

を
、
警
備
第
二
課
に
災
害
対
策
室
及
び
警
察
航
空
隊

(

以
下

｢

航
空
隊｣

と
い
う
。)

を
、
総
務
課
に
公
安
委
員
会
事
務
室
及
び
取
調
べ
監
督
室
を
、
会
計
課
に
監

査
室
を
、
装
備
施
設
課
に
警
察
車
両
整
備
セ
ン
タ
ー(

以
下｢

車
両
整
備
セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)

を
附
置
す
る
。

第
二
章
第
五
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
節

課
長
等

(

課
長
等)

第
三
十
八
条

課
に
課
長
を
、
隊
に
隊
長
を
、
所
に
所
長
を
置
き
、
課
長
及
び
所
長
に
あ
つ
て
は
警
視

正
、
警
視
又
は
警
視
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を
、
隊
長
に
あ
つ
て
は
警
視
正
又
は
警
視
を
も
つ
て
充

て
る
。

２

課
長
、
隊
長
及
び
所
長
は
、
命
を
受
け
、
課
、
隊
又
は
所
の
事
務
を
処
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

(

上
席
監
察
官)

第
三
十
九
条

警
務
部
に
上
席
監
察
官
一
人
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

上
席
監
察
官
は
、
命
を
受
け
、
監
察
の
事
務
を
処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

監
査
室
長)

第
三
十
九
条
の
二

監
査
室
に
監
査
室
長
を
置
き
、
警
視
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を
も
つ
て

充
て
る
。

２

監
査
室
長
は
、
命
を
受
け
、
監
査
室
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

管
理
官
及
び
管
理
監)

第
四
十
条

部
又
は
総
務
室
に
必
要
に
よ
り
管
理
官
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

部
又
は
総
務
室
に
必
要
に
よ
り
管
理
監
を
置
き
、
警
視
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。
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３

管
理
官
及
び
管
理
監
は
、
命
を
受
け
、
部
又
は
総
務
室
の
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
を
処
理
し
、
部

下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

監
察
官)

第
四
十
一
条

警
務
部
に
必
要
数
の
監
察
官
を
置
き
、
警
視
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を
も
つ

て
充
て
る
。

２

監
察
官
は
、
命
を
受
け
、
監
察
の
事
務
を
処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

主
席
師
範)

第
四
十
一
条
の
二

教
養
課
に
必
要
に
よ
り
主
席
師
範
を
置
き
、
警
視
又
は
警
部
に
相
当
す
る
一
般
職

員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

主
席
師
範
は
、
命
を
受
け
、
柔
道
、
剣
道
、
逮
捕
術
等
の
指
導
を
行
う
。

(

総
括
情
報
管
理
官)

第
四
十
一
条
の
三

刑
事
部
に
総
括
情
報
管
理
官
一
人
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

総
括
情
報
管
理
官
は
、
命
を
受
け
、
組
織
犯
罪
対
策
の
情
報
の
集
約
及
び
総
合
的
な
分
析
事
務
を

処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

調
査
官)

第
四
十
二
条

課
又
は
隊
に
必
要
に
よ
り
調
査
官
を
置
き
、
警
視
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を

も
つ
て
充
て
る
。

２

調
査
官
は
、
命
を
受
け
、
課
又
は
隊
の
事
務
の
う
ち
特
定
の
事
務
を
処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

(

人
事
企
画
官)

第
四
十
三
条

警
務
課
に
人
事
企
画
官
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

人
事
企
画
官
は
、
命
を
受
け
、
組
織
の
人
事
的
な
企
画
運
営
事
務
を
処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

(

総
合
企
画
官)

第
四
十
三
条
の
二

警
務
課
に
総
合
企
画
官
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

総
合
企
画
官
は
、
命
を
受
け
、
組
織
の
総
合
的
な
企
画
運
営
事
務(

人
事
企
画
官
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。)

を
処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

人
材
育
成
企
画
官)

第
四
十
三
条
の
三

教
養
課
に
人
材
育
成
企
画
官
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

人
材
育
成
企
画
官
は
、
命
を
受
け
、
人
材
育
成
に
関
す
る
企
画
運
営
事
務
を
処
理
し
、
部
下
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

(

首
席
検
視
官)

第
四
十
三
条
の
四

捜
査
第
一
課
に
首
席
検
視
官
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

首
席
検
視
官
は
、
命
を
受
け
、
検
視
に
関
す
る
事
務
を
処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

研
究
官)

第
四
十
三
条
の
五

科
学
捜
査
研
究
所
に
必
要
に
よ
り
研
究
官
を
置
き
、
警
視
又
は
警
部
に
相
当
す
る

一
般
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

研
究
官
は
、
命
を
受
け
、
科
学
捜
査
に
係
る
鑑
定
及
び
研
究
に
関
す
る
事
務
を
処
理
し
、
部
下
職

員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

交
通
捜
査
対
策
官)

第
四
十
三
条
の
六

交
通
指
導
課
に
交
通
捜
査
対
策
官
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

交
通
捜
査
対
策
官
は
、
命
を
受
け
、
交
通
事
故
事
件
捜
査
に
関
す
る
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

(

秘
書
官)

第
四
十
三
条
の
七

総
務
課
に
秘
書
官
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

秘
書
官
は
、
命
を
受
け
、
警
察
本
部
長
の
秘
書
の
業
務
を
処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

広
報
官)

第
四
十
三
条
の
八

広
報
県
民
課
に
広
報
官
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

広
報
官
は
、
命
を
受
け
、
広
報
事
務
を
処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

デ
ジ
タ
ル
企
画
官)

第
四
十
三
条
の
九

情
報
管
理
課
に
デ
ジ
タ
ル
企
画
官
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

デ
ジ
タ
ル
企
画
官
は
、
命
を
受
け
、
デ
ジ
タ
ル
化
施
策
及
び
先
端
技
術
の
導
入
に
関
す
る
企
画
運

営
事
務
を
処
理
し
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

鉄
道
警
察
隊
長)

第
四
十
四
条

鉄
道
警
察
隊
に
鉄
道
警
察
隊
長
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

鉄
道
警
察
隊
長
は
、
命
を
受
け
、
鉄
道
警
察
隊
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(
刑
事
指
導
室
長)

第
四
十
四
条
の
二

刑
事
指
導
室
に
刑
事
指
導
室
長
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

刑
事
指
導
室
長
は
、
命
を
受
け
、
刑
事
指
導
室
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

捜
査
支
援
室
長)

第
四
十
四
条
の
三

捜
査
支
援
室
に
捜
査
支
援
室
長
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

捜
査
支
援
室
長
は
、
命
を
受
け
、
捜
査
支
援
室
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
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(
交
通
捜
査
室
長)

第
四
十
四
条
の
四

交
通
捜
査
室
に
交
通
捜
査
室
長
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

交
通
捜
査
室
長
は
、
命
を
受
け
、
交
通
捜
査
室
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
所
長)

第
四
十
四
条
の
五

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
に
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
所
長
を
置
き
、
警
視
若
し
く
は
警
部

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
命
を
受
け
、
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

(

自
動
車
運
転
免
許
試
験
場
長)

第
四
十
四
条
の
六

試
験
場
に
自
動
車
運
転
免
許
試
験
場
長(

以
下｢

試
験
場
長｣

と
い
う
。)

を
置

き
、
警
視
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

試
験
場
長
は
、
命
を
受
け
、
試
験
場
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

災
害
対
策
室
長)

第
四
十
四
条
の
七

災
害
対
策
室
に
災
害
対
策
室
長
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

災
害
対
策
室
長
は
、
命
を
受
け
、
災
害
対
策
室
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

警
察
航
空
隊
長)

第
四
十
四
条
の
八

航
空
隊
に
警
察
航
空
隊
長(

以
下｢

航
空
隊
長｣
と
い
う
。)

を
置
き
、
警
視
を

も
つ
て
充
て
る
。

２

航
空
隊
長
は
、
命
を
受
け
、
航
空
隊
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

(

公
安
委
員
会
事
務
室
長)

第
四
十
四
条
の
九

公
安
委
員
会
事
務
室
に
公
安
委
員
会
事
務
室
長
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

公
安
委
員
会
事
務
室
長
は
、
命
を
受
け
、
公
安
委
員
会
事
務
室
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

(

取
調
べ
監
督
室
長)

第
四
十
四
条
の
十

取
調
べ
監
督
室
に
取
調
べ
監
督
室
長
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

取
調
べ
監
督
室
長
は
、
命
を
受
け
、
取
調
べ
監
督
室
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

(

警
察
車
両
整
備
セ
ン
タ
ー
所
長)

第
四
十
四
条
の
十
一

車
両
整
備
セ
ン
タ
ー
に
警
察
車
両
整
備
セ
ン
タ
ー
所
長(

以
下｢

車
両
整
備
セ

ン
タ
ー
所
長｣

と
い
う
。)

を
置
き
、
警
視
若
し
く
は
警
部
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を

も
つ
て
充
て
る
。

２

車
両
整
備
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
命
を
受
け
、
車
両
整
備
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

第
二
章
第
六
節
中
第
四
十
八
条
を
第
四
十
五
条
と
し
、
第
三
章
中
第
四
十
九
条
を
第
四
十
六
条
と
し
、

第
五
十
条
を
第
四
十
七
条
と
し
、
第
五
十
一
条
を
第
四
十
八
条
と
し
、
第
四
章
中
第
五
十
二
条
を
第
四

十
九
条
と
し
、
第
五
十
三
条
を
第
五
十
条
と
し
、
第
五
十
三
条
の
二
を
第
五
十
一
条
と
し
、
第
五
十
四

条
を
第
五
十
二
条
と
す
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中｢

隊
及
び
所｣

を｢

隊
、
所
及
び
学
校｣

に
、｢

隊
又
は
所｣

を｢

隊
、
所

又
は
学
校｣

に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
第
五
十
六
条
を
第
五
十
四
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則

第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
一
号
中｢

イ
か
ら
ト
ま
で｣

を｢

イ
か
ら
へ
ま
で｣

に
改
め
、
同
号
中
へ
を
削
り
、

ト
を
へ
と
し
、
同
項
第
二
号
ニ
中｢

ト｣

を｢

へ｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岐
阜
県
告
示
第
百
八
号

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
が
次
の
と
お
り
指
定
の
効
力

を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

エ
チ
ル
＝
二
‐[

一
‐(

五
‐
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル)

‐
一
Ｈ
‐
イ
ン
ド
ー
ル
‐
三
‐
カ
ル
ボ

キ
サ
ミ
ド]

‐
三
・
三
‐
ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
五
Ｆ
‐
Ｅ
Ｄ
Ｍ
Ｂ
‐

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ａ
、
五
Ｆ
‐
Ｅ
Ｄ
Ｍ
Ｂ
‐
二
二
〇
一)

２

二
‐(

三
‐
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル)

‐
二
‐(

プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ)

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
‐
一
‐

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｏ
ｘ
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ
、
Ｍ
Ｘ
Ｐ
ｒ)

３

二
‐[(

四
‐
エ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル)

メ
チ
ル]

‐
五
‐
ニ
ト
ロ
‐
一
‐[

二
‐(

ピ
ロ
リ
ジ

ン
‐
一
‐
イ
ル)

エ
チ
ル]

‐
一
Ｈ
‐
ベ
ン
ゾ[

ｄ]

イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｅ

ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｐ
ｙ
ｎ
ｅ
、
Ｎ
‐
Ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｎ
ｏ

Ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ

ｅ)

４

一
・
二
‐
ジ
フ
ェ
ニ
ル
‐
二
‐(

ピ
ロ
リ
ジ
ン
‐
一
‐
イ
ル)

エ
タ
ン
‐
一
‐
オ
ン
及
び
そ
の

塩
類(

通
称
α
‐
Ｄ
二
Ｐ
Ｖ
、
Ａ
‐
Ｄ
二
Ｐ
Ｖ)

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
。

三

指
定
の
効
力
を
失
う
日

令
和
四
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
訓
令
甲
第
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
税
務
課
の
表
三
の
項
中｢

。
以
下｣

を｢)

附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法(

以
下｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
健
康
福
祉
政
策
課
の
表
二
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
九
号
中｢

第
五
十
六
条
第
四
項｣

の
下
に｢(

法
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を
加
え
、
同
欄
第

十
号
中｢

第
五
十
六
条
第
五
項｣

の
下
に｢(

法
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
一
号
中｢

第
五
十
六
条
第
六
項｣

の
下
に｢(

法
第
百
四
十
四
条

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
二
号
中｢

第
五
十
六
条
第
七

項｣

の
下
に｢(

法
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を
加
え
、
同

欄
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

21

法
第
百
二
十
七
条
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定

22

法
第
百
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
可

23

法
第
百
四
十
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
の
変
更
の

認
定

24

法
第
百
四
十
二
条
に
規
定
す
る
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
の
認
可

25

法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
六
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
一
時
役
員
又
は
代
表
理
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任

26

法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し

附

則
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告

示

訓

令

甲



こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
六
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
県
事
務
所
の
表
三
十
三
の
項
中｢

昭
和
三
二
年
法
律
第
一
六
一
号｣

の
下
に｢

。
以
下
こ

の
項
中｢

法｣

と
い
う
。｣

を
、｢

昭
和
三
九
年
条
例
第
四
五
号｣
の
下
に｢

。
以
下
こ
の
項
中｢

条
例｣

と
い
う
。｣

を
加
え
、
同
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
六
号
中｢

昭
和
三
二
年
政
令
第
二
九
八
号｣

の
下

に｢

。
以
下
こ
の
項
中｢

政
令｣

と
い
う
。｣

を
加
え
、｢

附
則
第
三
項
第
一
号｣

を｢

附
則
第
二
項
第

一
号｣

に
改
め
、
同
欄
第
七
号
中｢

附
則
第
三
項
第
三
号｣

を｢

附
則
第
二
項
第
三
号｣

に
改
め
、
同

欄
第
八
号
中｢

附
則
第
三
項
第
四
号｣

を｢

附
則
第
二
項
第
四
号｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
県
税
事
務
所
及
び
自
動
車
税
事
務
所
の
表
二
の
項
中｢

及
び
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区

に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
六
年
条
例
第
二
九
号)｣

を
削
る
。

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
六
の
項
中｢

租
税
特
別
措
置
法｣

の
下
に｢(

以
下
こ
の
項
中｢
法｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
又
は

第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第
五
号
イ｣

を｢

又
は
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ｣

に
改
め
、
同

欄
第
二
号
中｢

、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
六
号
又
は
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第
六
号｣

を｢

又

は
第
六
十
三
条
第
三
項
第
六
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業
の
周
知

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
道
路

事
業
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
三
・
二
十
号

岐
阜
駅
城
田
寺
線

二

施
行
者
の
名
称

岐
阜
県

三

事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
整
備
課

四

事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

公

示

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
三

七
号
の
二

平
成
三
〇
・
一
二
・
二
一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
三
五
号
の
三
二

令
和
二
・

六
・
二
五

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
四
号
の
一
七

令
和
三
・
一
二
・
二
二

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
七
号

令
和

三
・

六
・

八

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
四
号
の
三
一

令
和
三
・
一
一
・
二
六

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

一
三
号
の
一
一

令
和

二
・
一
一
・
一
九

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
四
号
の
一
九

令
和
三
・

九
・
一
四

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

一
二
号
の
二
二

令
和

三
・

三
・

二

本
巣
市
十
四
条
字
鶉
ヶ
池
七
三
番
一
及
び
七
三
番
二

本
巣
市
春
近
字
小
柳
一
六
九
番
か
ら
一
七
二
番
ま
で
、
一
七
三
番
一
及
び

一
八
七
番
の
一
部

瑞
穂
市
穂
積
字
野
口
一
〇
八
三
番

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
砂
入
二
四
九
番
、
二
五
〇
番
一
及
び
二
五
〇
番
二

岐
阜
県
岐
阜
市
河
渡
一
二
六
四
番
地

テ
ク
ノ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

武

藤

正

志

岐
阜
県
下
呂
市
金
山
町
金
山
三
二
五
六
番
地
の
一

株
式
会
社
サ
ン
ワ
開
発

代
表
取
締
役

加

藤

千

里

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
九
丁
目
一
二
三
番
地
の

一

Ｎ
Ｔ
ビ
ル

株
式
会
社
Ｔ
Ｏ
Ｗ
Ａ
Ｉ
Ｅ

代
表
取
締
役

篠

田

直

樹

岐
阜
県
羽
島
市
上
中
町
長
間
一
六
二
四
番
地

中

川

宗

大

� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �令
和
四
年
三
月
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


